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第１３編 水道・工業用水道編 

第１章 通 則 

 

第１節 通 則 

1－1－1 通 則 

本章は、本編にわたる法令、適用基準、施工管理等について規定する。 

 

1－1－2 適 用 

第１編 1-1-1「適用 １．適用工事」の規定に水道・工業用水道工事（以下、

水道工事という。）を適用する。 

また、同「２．標準仕様書の適用」の規定における標準仕様書には、土木工事

標準仕様書【追録】（以下、標準仕様書という。）を含むものとする。 

 

1－1－3 適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第１編総則編、第２編材料編の規定に

よる。 

 

1－1－4 適用基準 

本編にわたり参考としている基準は、以下のとおりである。設計図書において

特に定めのない事項については、本編各章の適用基準を参考とするものとする。 

1 水道施設の技術的基準を定める省令     厚生労働省 

2 工業用水道施設の技術的基準を定める省令  経済産業省 

3 水道施設設計指針・解説      （公社）日本水道協会 

4 水道施設耐震工法指針・解説    （公社）日本水道協会 

5 水道施設維持管理指針       （公社）日本水道協会 

6 工業用水道施設設計指針・解説   （一社）日本工業用水協会 

7 工業用水道施設維持管理指針    （一社）日本工業用水協会 

 

1－1－5 用語の定義 

第１編 1-1-2「用語の定義」の規定に、以下の用語を追加する。 
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1 ＪＷＷＡ規格 

ＪＷＷＡ規格とは日本水道協会規格をいう。 

2 ＪＤＰＡ規格 

ＪＤＰＡ規格とは日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。 

3 ＷＳＰ規格 

ＷＳＰ規格とは日本水道鋼管協会規格をいう。 

  4 ＰＴＣ規格 

  ＰＴＣ規格とは配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をいう。 

 

1－1－6 監督員による確認及び立会等 

第１編 1-1-22「監督員による確認及び立会等」の規定に、以下の項目を追加す

る。 

1 段階確認 

段階確認を実施する工種に表1-1を追加する。 

2 施工状況把握 

施工状況把握を実施する工種に表1-2を追加する。 

 

表1-1 段階確認一覧表（水道） 

種別 細別 確認時期 確認項目

重要構造物 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置

　浄水池、調整池等 床掘・掘削完了時 支持地盤(直接基礎)

　池状構造物 使用材料

　　（ＲＣ構造） 設計図書との対比

スペーサーの個数

管貫通部の鉄筋との接触

重要構造物 プレストレス導入完了時

　ＰＣ調整地 横締め作業完了時

（ＰＣ構造部） プレストレス導入完了時

縦締め作業完了時

ＰＣ鋼線・鉄筋組立て完了時 使用材料

設計図書との対比

鉄筋組立て完了時

埋め戻し前 設計図書との対比

設計図書との対比

設計図書との対比

設計図書との対比止水板設置完了時

傾斜板沈降装置、
有孔ブロック形下
部集水装置、ろ過
砂等、洗浄トラフ、
弁類、制水扉など

据付完了時
（水没前）

施工状況の適否水処理装置工等
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種別 細別 確認時期 確認項目

掘削完了時

管及び弁据付・接合完了時 施工状況の適否

埋戻し完了時

支持地盤、寸法

施工状況の適否

弁室等構造物 弁室築造 使用材料

築造工 設計図書との対比

管貫通部の鉄筋との接触

既設杭打込

打込完了時 基準高さ、偏心量

ケレン完了後、 施工状況の適否、

各層、各塗り後 塗膜厚、

使用材料及び使用量

削孔(掘削)前 使用材料、長さ

削孔(掘削)完了時 掘削深さ

設置完了時 施工状況の適否

開削工（水道）

掘進完了時 施工状況の適否

仮組立完了時（仮組立が省略
となる場合は除く）

キャンバー、寸法等

塗装工
（塗替工）

現場塗装

水管橋製作工

完了時

築造完了時

シールド工（水道）

セグメント組立て完了時 施工状況の適否

流電陽極設置工
外部電源設備
　（電極）設置工

充填完了時
（水道管挿入後）

施工状況の適否

推進工（水道）

鉄筋組立て完了時

使用材料、長さ
杭の指示力

打込時

２次覆工完了時 施工状況の適否

施工状況の適否

水道管据付・接合完了時
施工状況の適否
水道管とｾｸﾞﾒﾝﾄの接触

立坑工（水道）

 

 

表1-2 施工状況把握一覧表（水道） 

種別 細別 施工時期 把握項目

重要構造物

　浄水池、調整池等

　池状構造物

　　（ＲＣ構造）

重要構造物

　ＰＣ調整地

（ＰＣ構造部）

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間、打設
手順、天候、気温

コンクリート打設時
品質規格、運搬時間、打設
手順、天候、気温

開削工（水道） 施工時 施工状況
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種別 細別 施工時期 把握項目

弁室等構造物

築造工

推進工（水道）

施工時 施工状況、推進力

施工状況

裏込注入時 施工状況、薬剤使用量

掘進時

管挿入時 水道管接合時

シールド工（水道）

1次覆工 裏込注入時 施工状況、薬剤使用量

コンクリート注入時
品質規格、運搬時間、打設
手順、天候、気温

施工状況水道管接合時

2次覆工

立坑工（水道） 施工時 施工状況の適否

施工時 施工状況の適否
 

 

1－1－7 工事完成図の作成 

請負者は、第１編 1-1-23「数量の算出及び工事完成図」の規定により工事完成

図を作成する場合、本標準仕様書の「工事完成図書作成要領」に基づき作成し、

「愛知県 電子納品運用ガイドライン」により監督員に提出しなければならない。 

 

1－1－8 他工事との調整 

請負者は、第１編 1-1-33「工事中の安全確保」の規定により、工事中の安全確

保に努めるとともに、浄水場内の工事、管布設工事など同一の場所に関連する他

工事がある場合は、工事工程、施工範囲、施工現場の管理体制等について、他工

事の請負者と十分調整するとともに、監督員から安全衛生法第３０条第２項に基

づく指示があった場合は、それに従うものとする。 

 

1－1－9 諸法令の遵守 

請負者は、第１編 1-1-42 「諸法令の遵守」の規定に示す主な法令に以下の法

令を追加するので、工事の施工にあたり当該工事に関する諸法令を遵守するとと

もに、諸法令の運用適用は請負者の責任において行わなければならない。 

 

水道法          （昭和32年 法律第177号） 

工業用水道事業法     （昭和33年 法律第84号） 
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1－1－10 浄水場等への立入り 

請負者は、現に稼動している浄水場等（浄水場、取水場、場外ポンプ場及び場

外調整池）で工事に従事する場合、特に衛生面に注意し、次の事項を遵守しなけ

ればならない。 

ただし、囲障等により浄水又は浄水処理過程に係る施設への立入り禁止措置を

講じた場合はこの限りでない。 

1 浄水場等の敷地内で工事を行う場合は、工事着手前に作業員名簿を監督員に

提出しなければならない。 

2 水道法第２１条第１項の規定に基づき、浄水場等（工業用水道専用は除く）

の工事に従事する作業員は、以下の場合において健康診断（検便）（以下、診

断という。）を行わなければならない。 

(1) 工事期間が１ヶ月以上にわたる場合 

工事期間が１ヶ月以上とは、最初に入場する日から起算して、土日祝日

を含めた30日以上、従事する場合を指す。 

(2) 監督員の指示による場合 

工事期間が１ヶ月未満であっても、浄水場等の工事に着手する作業員が水を感

染媒体とする感染症の流行している地域から帰国した者である場合は、臨時の

健康診断の実施または１週間以上の体調観察において発熱・下痢等の発症がな

いことを確認すること。 

3 診断における病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血

性大腸菌(O-157)の４項目とするが、前項(2)により、監督員の指示でその他病

原体を検索する場合は、その指示に従わなければならない。 

4 診断の結果、病原体が検出されなければ、その結果の有効期間は１年間とし、

以降は残った工事の従事期間において、適時診断を実施しなければならない。 

また、診断の結果、病原体が検出された場合は、速やかに監督員に報告する

とともに、監督員の指示に従わなければならない。 

5 診断結果の提出時期は、初回は工事着手前、以降は結果判明後速やかに監督

員へ提出するものとする。 

 

1－1－11 施設の保全 

請負者は、浄水場、ポンプ場など稼働中の水道施設等で工事するとき、施設の
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構造物又は機器等に損傷を与えないよう保護し、施設の運用に支障がないよう施

工しなければならない。万一、構造物又は機器等に損傷を与えた場合は、監督員

に速やかに報告するとともに、原形復旧しなければならない。 

また、油脂類、汚水等により浄水又は浄水処理過程における水及び敷地内等に

汚染が生じないよう、十分注意して施工しなければならない。 

 

1－1－12 製作図 

管製作工事における鋼管及び設備工事の機器など、設計図書により製作図を作

成し承諾を得る場合、請負者は「製作図承認申出書」を監督員に提出し、監督員

からの「製作図承認通知書」により、承諾を得るものとする。 

 

第２節 水道用資材又は設備 

1－2－1 水道用資機材等の材質 

水道施設において、浄水又は浄水処理過程における水に接する資材又は設備

（以下、「水道用資機材等」という。）の材質は、水道法第５条第４項で定める

「水道施設の技術的基準を定める省令」（厚生省令第１５号）第１条第１７項の

要件を備えるものとする。 

 

1－2－2 水道用資機材等の品質確認 

水道用資機材等の品質確認については、以下のとおりとする。 

1 水道用資機材等は、ＪＷＷＡ規格又は標準仕様書、特記仕様書等に基づき、

日本水道協会の検査に合格した製品（検査証印を受けた製品）とする。 

2 請負者は、前項の製品について製造会社が証明する書面（以下、受検証明書

という。）を工事完了時に監督員に提出しなければならない。 

3 水道用資機材等の証明が前項により確認できない場合は、請負者は水道用資

機材等として使用できる品質証明資料（製造会社が発行する検査証明書等）を

監督員に提出し承諾を得るものとする。 

4 請負者は、水道用資機材等を現場に搬入した際、監督員の立会を受けるもの

とする。 
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第７章 塗装工（塗替工） 

 

第１節 適 用 

7－1－1 適用工種 

本章は、浄水場内の機器、配管等の鋼構造物及び水管橋の塗装工（塗替工）そ

の他これらに類する工種について適用する。 

 

7－1－2 適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第１編総則編、第２編材料編、第３編

工事共通編、第７編第４章第５節橋梁現場塗装工及び同編第13章第16節現場塗装

工、本編第１章通則の規定による。 

 

7－1－3 適用基準 

本章で参考としている主な基準は、以下のとおりである。 

1 鋼道路橋防食便覧            日本道路協会 

2 WSP 009 水管橋外面防食基準       日本水道鋼管協会 

 

第２節 一般事項 

7－2－1 一般事項 

1 施工上の注意 

請負者は、塗装作業中に鉄道、道路、河川、場内設備等に塗料等が落下しな

いように注意するとともに、足場の設置・撤去の際に鉄線等の落下を防止しな

ければならない。 

また、タンクの内部及び水管橋の内部などで作業を行う場合、必要に応じて

「有機溶剤中毒予防規則法令」等に基づき安全装置を講じるものとする。 

2 塗装作業者 

同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければ

ならない。 

3 塗料等の取扱い 

 塗料等について、危険性や有害性を示したSDS（安全データシート）やラベ

ル等を確認し、適切に取扱うものとする。 
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4 付着塩分の水洗い  

海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他

臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、

塩分付着量の測定を行いNaCl が50mg/m2以上の時は水洗いしなければならな

い。 

5 施工計画 

請負者は、第１編1-1-6「施工計画書」の規定による施工計画書に、以下の

事項を記載し提出しなければならない。 

(1) 指定機械及び主要機械（塗装、素地調整等の使用機器） 

(2) 主要資材（塗料の名称、規格、製造会社名、数量など） 

(3) 施工方法（塗装方法、素地調整、足場工等仮設計画、安全対策） 

(4) 施工管理（工程、品質、検査方法、写真管理） 

(5) その他（作業者名簿：経験年数、取得資格を付記する） 

 

6 提出書類 

請負者は、工程の進捗に従って、次の資料を提出しなければならない。 

(1) 塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩、数量 

(2) 施工管理写真 

(3) 塗膜厚管理表 

(4) 塗装管理記録（章末「様式１」参照） 

 

第３節 塗装工（塗替工） 

7－3－1 塗 料 

請負者は、塗装で使用する塗料について、第２編第11節塗料の規定のほか、以

下に留意しなければならない。 

1 使用する塗料の品質は、塗料はJIS規格品を標準とするが、鋼道路橋防食便

覧（日本道路協会）で規定している品質に適合する塗料も使用できるものとす

る。 

2 水中部で使用する塗料はエポキシ樹脂系塗料を基本とし、浄水又は浄水処理

過程における水に接する場合は、「水道施設の技術的基準を定める省令」（厚

生省令第１５号）第１条第１７項ハの要件を備えるものとする。 

3 下塗り、中塗り、上塗りに使用する塗料は、原則として同一塗料製造会社の
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製品としなければならない。 

4 塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の

品質、製造年月日、ロッド番号、色彩、数量を記載した書面及び確認できる写

真を監督員に提出しなければならない。 

また、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット

番号、色彩、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請

求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

5 塗装作業の開始前に搬入量（充缶数）、塗装作業終了時に使用量（空缶数）

を確認し、各々必要以上であることが確認できる写真を監督員に提出しなけれ

ばならない。 

6 塗料は直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法

規を遵守しなければならない。 

7 多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗料の状態、

可使時間等について、使用塗料の仕様を遵守しなければならない。なお、多液

型塗料の可使時間は、第７編4-3-2「材料 10.工場塗装工の材料」の規定によ

る。 

8 塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、製造後６ヶ月以内、その他の

塗料は製造後12ヶ月以内とするものとし、有効期限を経過した塗料は使用して

はならない。ただし、工機延期等やむを得ない理由によって使用期間が、ジン

クリッチペイントは６ヶ月を超えた場合、その他の塗料は12ヶ月を超えた場合

は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用することができる。 

 

7－3－2 塗装仕様 

請負者は、設計図書に示す塗装系の分類に応じて、表6－1(a)～(e)の塗装仕様

を適用するものとする。 

なお、標準膜厚に対する塗料の使用量は、標準的な数値であり参考値である。 

また、各層が判別できるよう色分けを行うものとし、塗料の色彩については、

施工前に塗り見本、色見本帳等を提出し、監督員の承諾を得るものとする。  

なお、下塗りの色彩は錆色・赤錆色または朱色とする。 
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表６－１(a) 一般部 

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ ２種 

下塗（第1層） 
鉛ｸﾛﾑﾌﾘー さび止めﾍ゚ ｲﾝﾄ                              

(JIS K 5674) 
140 35 

125 

はけ塗

りの使

用量 

下塗（第2層） 
鉛ｸﾛﾑﾌﾘー さび止めﾍ゚ ｲﾝﾄ                              

(JIS K 5674) 
140 35 

中塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗               

（JIS K 5516 2種） 
120 30 

上塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗             

(JIS K 5516 ２種) 
110 25 

Ⅴ 

３種      

４種Ⅱ 

下塗（第1層） 

露出部 

鉛ｸﾛﾑﾌﾘー さび止めﾍ゚ ｲﾝﾄ                              

(JIS K 5674) 
（140） （35） 

90 

Ⅳ 下塗（第2層） 
鉛ｸﾛﾑﾌﾘー さび止めﾍ゚ ｲﾝﾄ                              

(JIS K 5674) 
140 35 

Ⅲ 中塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗               

（JIS K 5516 2種） 
120 30 

Ⅱ 上塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗             

(JIS K 5516 ２種) 
110 25 

Ⅰ ４種Ⅰ 

下塗（第1層） 
鉛ｸﾛﾑﾌﾘー さび止めﾍ゚ ｲﾝﾄ                              

(JIS K 5674) 
140 35 

90 中塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗               

（JIS K 5516 2種） 
120 30 

上塗 
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗             

(JIS K 5516 ２種) 
110 25 

適用箇所（例） 

・建物のサッシ、ドア類 

・照明灯の支柱 

・門、フェンス、手すり 

・塗装による長期の防食効果を期待しない一般鋼構造物 
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表６－１(b)  屋内鋼構造物 

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ ２種 

下塗（第1層） 
有機ｼ゙ ﾝｸﾘｯﾁﾍ゚ ｲﾝﾄ                      

(JIS K 5553 2種） 
300 30 

205 

はけ塗

りの使

用量                                                                                                         

下塗（第2層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

下塗(第3層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料  

（JIS K5551 C種） 
200 60 

中塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗      

（JIS K5659） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗      

（JIS K5659 3級以上） 
120 25 

Ⅴ 

３種    

４種Ⅱ 

下塗（第1層） 

露出部 

弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
（200） （60） 

175 

Ⅳ 下塗（第2層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

Ⅲ 下塗(第3層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

Ⅱ 

中塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗      

（JIS K5659） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗   

（JIS K5659 3級以上） 
120 25 

Ⅰ ４種Ⅰ 

下塗（第1層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

115 中塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用中塗      

（JIS K5659） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ﾎ゚ ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗      

（JIS K5659 3級以上） 
120 25 

適用箇所（例） 

・薬品タンク、燃料タンクの外面 

・気体塩素に接触する減菌機室内、減菌ピット、浄水池等の鋼構造物 

・高湿部の配管、機械類 

・地中部及び地上の露出配管 

・直射日光の当らない水管橋外面 

＊次の現場状況においては、無溶剤形エポキシ樹脂塗料（JWWA K 157）を用い

ても差し支えない。 
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・十分に自然乾燥・加温養生期間を確保できない 

・通水後の水質・臭気へ影響が懸念される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

工事標準仕様書  

 ７－７  

表６－１(c) 屋外鋼構造物 

劣

化 

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ 

１種 

下塗（第1層） 
有機ｼ゙ ﾝｸﾘｯﾁﾍ゚ ｲﾝﾄ                      

(JIS K 5553 2種） 
650 75 

250 

1種はブ

ラスト養

生が必要

なことか

らスプレ

ー塗装の

塗料使用

量 

下塗（第2層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
300 60 

下塗(第3層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
300 60 

中塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

（JIS K5659 ） 
180 30 

上塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

（JIS K5659 1級） 
150 25 

2種 

下塗（第1層） 
有機ｼ゙ ﾝｸﾘｯﾁﾍ゚ ｲﾝﾄ                     

(JIS K 5553 2種） 
300 30 

205 
はけ塗り

の使用量    

下塗（第2層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料  

（JIS K5551 C種） 
200 60 

下塗(第3層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料  

（JIS K5551 C種） 
200 60 

中塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗        

（JIS K5659 ） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

（JIS K5659 1級） 
120 25 

Ⅴ 

３種    

４種Ⅱ 

下塗（第1層）

露出部 

弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
（200） （60） 

175 
はけ塗り

の使用量    

Ⅳ 下塗（第2層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

Ⅲ 下塗(第3層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C種） 
200 60 

Ⅱ 

中塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗  

 （JIS K5659 ） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

（JIS K5659 1級） 
120 25 

Ⅰ ４種Ⅰ 

下塗（第1層） 
弱溶剤形変性ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗料   

（JIS K5551 C種） 
200 60 

115 
はけ塗り

の使用量  
中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

（JIS K5659 ） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗   

（JIS K5659 1級） 
120 25 

適用箇所（例） 

･直射日光の当る水管橋外面 
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表６－１(d) 水中部（場内） 

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ 

１種 

下塗（第1層） 
水道用エポキシ樹脂系プライ

マー*1 
240 50 

350 

1種はブラスト

養生が必要なこ

とからスプレー

塗装の塗料使用

量 

上塗（第2層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
1140 300 

２種 

下塗（第1層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プライ

マー*1 
210 50 

290 
はけ塗りの使用

量 

上塗（第2層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

上塗（第3層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

上塗（第4層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

上塗（第5層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

Ⅴ 

３種      

４種Ⅱ 

下塗（第1層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プライ

マー*1 
（210） （50） 

240 
はけ塗りの使用

量 

Ⅳ 上塗（第2層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

Ⅲ 上塗（第3層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

Ⅱ 

上塗（第4層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

上塗（第5層） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 
175 60 

Ⅰ ４種Ⅰ （水中部で４種ｹﾚﾝ塗替ｹー ｽはなし）  

※注１）JWWA K135-2007付属書Aの品質項目（浸出性含む）に合格品 

適用箇所（例） 

・フラッシュミキサ、フロキュレータ、攪拌用ポンプ吐出管、吸込管の水没部、

クラリファイヤー等 

・水中部の配管等 

・ろ過池表洗管等 

・浄水池、調整池内配管等 

＊次の現場状況においては、無溶剤形エポキシ樹脂塗料（JWWA K 157）を用い
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ても差し支えない。 

・十分に自然乾燥・加温養生期間を確保できない 

・通水後の水質・臭気へ影響が懸念される場合 
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表６－１(e) 水中部（一般部） 

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ ２種 

下塗（第1層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

200 はけ塗りの使用量 

上塗（第2層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

上塗（第3層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

上塗（第4層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

Ⅴ 

３種      

４種Ⅱ 

下塗（第1層） エポキシ樹脂塗料 （200） （50） 

150 はけ塗りの使用量 

Ⅳ 上塗（第2層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

Ⅲ 上塗（第3層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

Ⅱ 上塗（第4層） エポキシ樹脂塗料 200 50 

Ⅰ ４種Ⅰ （水中部で４種ｹﾚﾝ塗替ｹー ｽはなし） 

適用箇所（例） 

・水管橋の橋脚部等 

 

 

7－3－3 足場等設置工 

  塗装にあたって設置する足場工、防護工等については、設計図書のほか第７編

第４章第９節鋼橋足場等設置工の規定による。 

 

7－3－4 素地調整 

請負者は、塗装に先立ち、さび落し清掃を行うものとし、素地調整は設計図書

に示す素地調整種別に応じて、表６－２の仕様を適用するものとする。 

また、素地調整にあたっては、既設塗装の成分を把握し、鉛等の有害物が確認

された場合には、適切な暴露防止対策（集じん排気装置設置、呼吸用保護具着用

等）を講じなければならない。 
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表６－２ 素地調整程度と作業内容 

ケレン 

種 別 調 整 程 度 工具及び工法 
対応 

規格 

１ 種 

ケレン 

塗装、黒皮、錆、旧塗膜その他の付着物を完全に除去

し、鋼肌を露出させたもの。 ブラスト法 

ISOで 

Sa2～ 

21/2 

２ 種 

ケレン 

ゆるんだ黒皮、錆、旧塗膜その他の付着物を除去し、鋼

肌を露出させる。ただし、強固な黒皮は残す。旧塗膜の

劣化程度は全面積に対し、おおむね錆が30％以上また

は、ふくれ、われ、はがれが30％以上発生したものであ

り、一般的には点錆が進行し板状錆に近い状態や、特殊

な条件に放置された場合に発生するこぶ状錆等の発生し

たもの。 

ディスク・サンダ

ー、ワイヤーホイー

ルなどの電動工具と

手工具を併用 

ISOで 

St3程度 

 

３ 種 

ケレン 

【３種Ａ】 

塗膜の活膜部は残すが、それ以上の塗膜不良部（錆わ

れ、ふくれ、侵触部等）の除去は、２種の素地調整を行

ったものであり、３種のなかでも旧塗膜劣化程度がひど

く全面積に対し、おおむね錆が15～30％または、ふく

れ、われ、はがれが30％以上発生したもの。一般的に

は、点錆がかなり点在している状態のものをいう。 

【３種Ｂ】 

塗膜の活膜部は残すが、それ以外の塗膜不良部（錆わ

れ、ふくれ、侵触部等）の除去は、２種の素地調整を行

ったものであり、３種Ａと３種Ｃの中間的なものをい

い、旧塗膜の劣化程度は、全面積に対し、おおむね錆が5

～15％または、ふくれ、われ、はがれが15～30％程度発

生したもの。一般的には、点錆が少し点在している状態

のものをいう。 

【３種Ｃ】 

塗膜の活膜部は残すが、それ以外の塗膜不良部（錆わ

れ、ふくれ、侵触部等）の除去は、２種の素地調整を行

ったものであり、３種のなかでも、旧塗膜の劣化程度少

なく、全面積に対し、おおむね錆が5％以下または、ふく

れ、われ、はがれが5～15％程度発生したものであり、一

般的には、点錆がほんの少し点在している状態のものを

いう。 

同上 

 

４ 種 

ケレン 

旧塗膜面に付着した塵埃、油脂類はていねいに除去した

ものであり、旧塗膜の劣化程度は、発錆はなく、ふく

れ、われ、はがれが5％以下の状態のもの。 

同上 
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7－3－5 塗装工 

請負者は、塗装工について、以下に留意しなければならない。 

1 気象条件及び環境が、次の各項に該当する場合は、原則として塗装を行って

はならない。 

(1) 相対湿度が85％以上のとき 

(2) 降雨等で表面が濡れているとき 

(3) 塗料の乾燥前に降雨、降雪、降霜のおそれがあるとき 

(4) 風が強いとき又塵埃の多いとき 

(5) 炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜に泡を生じるおそれのあるとき 

(6) その他監督員が不適当と認めた場合 

2 塗装にあたっては、次の事項を留意し施工しなければならない。 

(1) 塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にし、可使時間内に使

用しなければならない。 

(2) １種ケレンを採用した場合の塗装作業は、スプレー塗りを原則とする。

また、１種ケレン以外を採用した場合の塗装作業は、ハケ塗りを原則とす

る。 

(3) 素地調整を終了したときは、速やかに下塗りを施工しなければならない。 

なお、天災その他の理由により下塗りが遅れ、そのためさびが生じたと

きは、再び素地調整を行い塗装しなければならない。 

(4) 塗り残し、気泡、塗りむら、異物の混入などのないように注意して、極

力全面が均一な厚さとなるように塗装しなければならない。 

(5) 溶接部やボルト接合部、その他の構造が複雑な部分についても、必要膜

厚を確保しなければならない。 

(6) 塗装によって機能上支障が生じる箇所（リミットスイッチ類、歯車歯面、

水密ゴム、ワイヤーロープなど）については、塗装してはならない。 

(7) 塗料の塗り重ねにあたっては、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って

塗装しなければならない。 

(8) 塗装にあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認したうえ

で行わなければならない。 

(9) 塗装作業完了後点検の際に、泡、ふくれ、はがれ等が生じているときは、

塗膜を剥がして塗り直さなければならない。 

(10)コンクリートとの接触面は塗装を行ってはならない。ただし、プライマ
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ーは除くものとする。 

 

7－3－6 塗膜厚の管理 

請負者は、塗膜厚の管理について、以下のとおり実施するものとする。なお、

塗膜厚の測定箇所は、監督員と協議するものとする。 

1 塗膜厚の測定 

(1) 測定箇所 

ア 水管橋 

塗膜厚の測定は、１ロットあたり５箇所以上とし、１箇所あたり12時、

3時、6時、9時の４点を１点あたり５回測定を行い、その平均値をその点

の測定値とする。 

ただし、測定箇所には必ず溶接部を含むものとする。 

なお、１ロットとは、水管橋１スパンとする。 

イ 鋼製タンク（調整池、薬品槽など） 

塗膜厚の測定は、１ロットあたり500㎡単位毎に25箇所以上とし、１点

あたり５回測定を行い、その平均値をその箇所の測定値とする。 

ただし、200㎡以上500㎡未満の場合は25箇所、200㎡未満の場合は10㎡

につき１箇所以上、測定を行うものとする。 

なお、１ロットとは、鋼製タンク１池とする。 

ウ その他の鋼構造物 

塗膜厚の測定は、１ロットあたり10箇所（200㎡未満は５箇所）とし、

１箇所あたり５回測定を行い、その平均値をその点の測定値とする。 

ただし、１ロットの大きさが500㎡を超える鋼構造物、１スパンが長い

場内配管等これによりがたい場合は、前項ア、イを参考に適切なロット

を監督員と協議するものとする。 

なお、１ロットとは、各鋼構造物１基（箇所）とする。 

(2) 測定時期 

各層毎の塗装完了乾燥後 

(3) 測定方法 

塗膜厚の測定は、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別

に測定位置を定め、平均して測定するよう配慮しなければならない。 

また、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。 
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2 塗膜厚の管理基準 

(1) 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上と

する。 

(2) 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上と

する。 

(3) 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の

20％以下とする。ただし、標準偏差が20%を超えた場合、測定値の平均値が

目標塗膜厚合計値より大きい場合は合格とする。 

(4) 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の

測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足す

れば合格とし、不合格の場合は最上層の塗料を増し塗りして、再検査しな

ければならない。 

3 塗膜厚の測定記録 

塗膜厚の測定記録を記入した、塗膜厚管理表を作成し、監督員に提出しなけ

ればならない。 

 

7－3－7 塗装記録 

請負者は、最終塗装完了後、図７－１の塗装記録をペイント又は耐候性に優れ

たフィルム状の粘着シートにより表示するものとする。 

表示か所は見やすい場所とし、水管橋にあっては、１スパンの場合は右岸側、

２スパン以上の場合は両側とする。 
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図７－１ 塗装記録 

 

         35㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 塗 装 年 月 

 

 

 

  ２０○○年 月 

 

 

 

 

 

塗料名 

 

 下塗り 

 

 

  規格と塗り回数 

 

 

 中塗り 

 

 

     〃 

 

 

25㎝ 

 

 

 上塗り 

 

     〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 塗 料 会 社 名 

 

 

 

 

 

 施  工  者 

 

 

 

 

 

 塗 装 面 積 

 

 

    ○○㎡ 
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7－3－8 塗装管理記録 

請負者は、本工事における塗装仕様、塗料名など記載した、塗装管理記録（様

式１）を工事完了時までに監督員に提出するものとする。 

 

様式１ 

整理番号     

塗  装  管  理  記  録 

 

構 造 物 名  所 在 地  

塗 装 面 積 ㎡ 塗 装 年 月       年   月 

塗装前の状態 （劣化度） 完 了 後 膜 厚 μ 

塗 装 業 者 名   

塗料メーカー名   

塗 装 仕 様 

ケ レ ン 種 別  

第 １ 層 （塗料系）            ｇ／㎡ 

第 ２ 層   〃               〃 

第 ３ 層   〃               〃 

第 ４ 層   〃               〃 

第 ５ 層   〃               〃 

第 ６ 層   〃               〃 

塗 料 名 

第 １ 層  

第 ２ 層  

第 ３ 層  

第 ４ 層  

第 ５ 層  

第 ６ 層  

備 考 欄 

 

※用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 
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第１１章 事業損失防止調査 

 

第１節 適 用 

11－1－1 適用調査 

本章は、水道及び工業用水道の管布設工事等に伴う事業損失防止調査のうち地

盤変動影響調査について適用する。 

 

11－1－2 適用規定 

1 適用規定（１） 

本章に特に定めのない事項については、第１編総則編の規定による。 

2 適用規定（２） 

設計図書において特に定めのない事項については、愛知県用地調査及び物件調

査委託関係仕様書による。 

 

第２節 一般事項 

11－2－1 一般事項 

請負者は、調査区域内の建物その他の工作物（以下、建物等という。）の所有

者及び所有権以外の権利を有する者（以下、所有者等という。）と協調を保ち、

監督員と常に密接な連絡をとり、正確かつ誠実に調査を行わなければならない。 

 

11－2－2 身分証明書 

請負者は、発注者から調査に従事するものの身分証明書（様式第５）の交付を

受け、調査に従事する者に常に携帯させるものとし、所有者等から請求があった

ときは、提示しなければならない。 

また、請負者は調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納

しなければならない。 

 

11－2－3 立会 

請負者は、事前調査及び事後調査にあたって、原則として建物等の所有者等の

立会のうえ行うものとし、本章11-4-1「事前調査書等の作成」に規定する様式第

３において、調査内容を確認した旨の署名・押印を求めるものとする。 
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ただし、立会を得ることができない等、特別の事情があるときは、監督員と協

議するものとする。 

 

11－2－4 調査の確認 

請負者は、事前調査及び事後調査が完了し、本章11-2-3「立会」の規定により

当該建物等の所有者等へ確認を行った結果を、監督員に報告するものとする。 

また、施工中において、現場周辺で事業損失発生の可能性が生じたとき又は監

督員から状況の報告を求められたときは、本章11-4-1「事前調査書等の作成」に

規定する調査書等を監督員に提示、報告のうえ、必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

第３節 調 査 
11－3－1 地盤変動影響調査 

事業損失防止調査のうち地盤変動影響調査とは、工事の施工に起因する地盤変

動により、建物その他の工作物（以下、建物等という。）に損害等が生じる恐れ

があると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施工中に行う建物等

の配置及び現況の調査（以下、事前調査という。）並びに工事の施工に起因する

地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査（以下、事後調査という。）

をいう。 

 

11－3－2 建物等の調査 

請負者は、地盤変動影響調査における建築物等の調査にあたっては、事前調査

と事後調査に区分して行うものとする。 

 

11－3－3 事前調査 

請負者は、事前調査にあたって、以下に留意するものとする。 

1 事前調査における一般事項 

調査にあたって、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次

の事項について調査を行うものとする。 

(1) 建物の敷地ごとに建物等（建物以外の工作物については主たるもの）の

敷地内の位置関係 
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(2) 建物ごとに実測による間取り平面及び立面 

(3) 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名および住所 

現地調査において所有者の氏名および住所が確認できないときは、必要

に応じて登記事項証明書を請求するなどの方法により調査を行う。 

(4) その他成果品の調査書および図面の作成に必要な事項 

2 事前調査における損傷調査 

一般事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行

うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。 

なお、各部位の詳細な調査内容については、章末（別紙）「地盤変動影響調

査の調査要領」による。 

(1) 基礎 

(2) 軸部 

(3) 開口部 

(4) 床 

(5) 天井 

(6) 内壁 

(7) 外壁 

(8) 屋根 

(9) 水回り 

(10)外構 

3 写真撮影 

前項に規定する建物等の各部位の調査にあたっては、次により写真撮影する

ものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチすること

が適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。 

(1) カラーフィルム又は修正、書き込み、削除等の防止措置がされたＳＤカ

ード（デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。）

を使用する。 

(2) 事前調査時においては、損傷の有無に係らず、原則として、次の箇所を

撮影する。 

ア 四方からの外部及び屋根 

イ 各室 
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(3) 前項の調査において計測する箇所は、撮影対象箇所を指示棒等により指

示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。 

ア 調査番号、建物番号及び建物等所有者の氏名 

イ 損傷名及び損傷の程度（計測） 

ウ 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所 

 

11－3－4 事後調査における損傷調査 

請負者は、事前調査により確認された損傷箇所の変化及び工事によって新たに

発生した損傷について、その状態及び程度を本章11-3-3「事前調査」の規定によ

り調査するものとする。 

事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、本

章11-3-3「事前調査 1 事前調査における一般的事項」に準じた調査を行ったう

えで、損傷箇所の調査するものとする。 

 

第４節 調査書等の作成 
11－4－1 事前調査書等の作成 

請負者は、事前調査を行ったとき、次の調査書及び図面を作成するものとする。 

1 調査区域位置図 

2 調査区域平面図 

3 建物等調査一覧表（様式第１） 

4 建物等調査書（平面図・立面図等）（様式第２） 

5 損傷調査書（様式第３） 

6 写真台帳（ネガを含む）（様式第４） 

7 スケッチ記録票 

8 その他資料 

 

11－4－2 事前調査書及び図面 

請負者は、本章11-4-1「事前調査書等の作成」の規定による調査書及び図面等

は、次により作成するものとする。 

1 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工

事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000分の1 又は10,000分の1 程
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度とする。 

2 調査区域平面図は、調査区域内の建物等の配置を示す平面図で工事の工区単

位又は調査単位ごとに次により作成する。 

(1) 調査を実施した建物等については、建物等調査一覧表で付した調査番号

及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠（外壁）を

着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。 

(2) 縮尺は、500 分の1 又は1,000 分の1 程度とする。 

3 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建

物等について調査番号、建物番号（同一所有者が2 棟以上の建物を所有してい

る場合）の順に建物の所在、地番及び所有者等並びに建物の概要等必要な事項

を記入する。また、工作物に損傷があった場合には、建物に準じて記入する。 

4 建物等調査書（平面図、立面図等）は、事前調査の結果を基に建物等ごとに

次により作成するものとする。 

(1) 建物等平面図は、柱の位置、間取り、壁の位置、並びに開口部及び建具

の種類等について明らかにし、縮尺100 分の1 で作成し、写真撮影を行っ

た位置を表示するともに建物延べ面積及び各階別の面積並びにこれらの計

算式を記入する。 

(2) 建物等立面図は、縮尺100 分の1 により、原則として、四面（東西南

北）作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。 

(3) その他調査図（基礎伏図、屋根伏図及び展開図）は、発生している損傷

を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1 又は10分の1 程度と

する。この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細（スケッチ）図

を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチによる調

査図を作成する。 

(4) 工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により(1)、(2)及び(3)に準じて

作成する。 

5 損傷調査書は、事前調査の結果に基づき、建物等ごとに建物等の所者名、建

物の各室の名称及び損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事

前調査欄に損傷の状況（亀裂、沈下、傾斜等）及び程度（幅、長さ及び箇所

数）を記載する。 

6 写真は、撮影したものをカラーのサービス判でプリントし、様式第３及び様
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式第４に所定の記載を行ったうえでファイルする。 

 

11－4－3 事後調査書等の作成 

請負者は、事後調査を行ったとき、事前調査書及び図面を基に損傷箇所の変

化及び新たに発生した損傷について、事前調査までの成果を基に、本章11-4-1

「事前調査書等の作成｣の第1号及び第2号については異同を明示し、同項第3号

から第7号までについては、事前調査成果を転記し、本章11-4-2「事前調査書及

び図面」の規定に準じて、調査書及び図面を作成するものとする。 

 

11－4－4 調査書等の提出 

 請負者は、事前調査及び事後調査書が完了したとき、本章11-4-1「事前調査

書等の作成」及び11-4-3「事前調査書等の作成」の規定により作成した調査書

等を、速やかに監督員に提出しなければならない。 
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（別紙） 

 

地盤変動影響調査の調査方法 

 

１ 基礎についての調査は、次により行うものとする。 

一 建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、

当該建物基礎の四方向を水準測量で計測する。この場合において、事後調査の

基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて計測を行う。 

二 コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、

亀裂等の発生箇所及び状況（最大幅及び長さ）を計測する。 

三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上りが生じているときは、発生箇所

及び状況（大きさ）を計測する。 

四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートル

とする。 

２ 軸部（柱及び敷居）についての調査は、次により行うものとする。 

一 原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。 

二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床（敷居）から1 メートルの高さ

の点とする。 

三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から１メートル離れた点とする。 

四 計測の単位は、ミリメートルとする。 

３ 開口部（建具等）についての調査は、次により行うものとする。 

一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇

所すべてを計測する。 

二 計測箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間の最大値の点とする。 

三 建具の開閉が滑らかに行えないもの又は開閉不能及び施錠不良が生じている

ものは、その程度と数量を調査する。 

四 計測の単位は、ミリメートルとする。 

４ 床についての調査は、次により行うものとする。 

一 えん甲板張り等の居室（畳敷の居室を除く。）について、気泡水準器で直交

する二方向の傾斜を計測する。 

二 床仕上げ材に亀裂、縁切れ若しくは剥離又は破損が生じているときは、それ
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らの箇所及び状況（最大幅、長さ又は大きさ）を計測する。 

三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。 

四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセン

チメートルとする。 

５ 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミ等が発生しているときの調査は、内壁の調

査に準じて行うものとする。 

６ 内壁にちり切れ（柱及び内法材と壁との分離）が発生しているときの調査は、

次により行うものとする。 

一 原則として、すべてのちり切れを計測する。 

二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。 

７ 内壁に亀裂が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 

一 原則として、すべての亀裂の計測（最大幅、長さ及び分岐点幅）をする。 

二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートル

とする。三 亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチする

とともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状及び大きさの調

査をする。 

８ 外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 

一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、

一方向の最大の亀裂から2 箇所程度を計測する。 

二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメー

トルとする。 

９ 屋根（庇、雨樋を含む。）に亀裂又は破損等が発生しているときの調査は、当

該建物の屋根伏図を作成し、次により行うものとする。 

一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。 

二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂等の幅に

ついてはミリメートルとする。 

10 水回り（浴槽、台所、洗面所等）に亀裂、破損、漏水等が発生しているときの

調査は、次により行うものとする。 

一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張り等に亀裂、剥離、目地切

れ等が生じているときの調査は、すべての損傷について第８項に準じて行う。 

二 給水、排水等の配管に緩み、漏水等が視認されるときは、その状況等を調査
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する。 

11 外構（テラス、コンクリート叩き、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、

擁壁等の屋外工作物）に損傷が発生しているときは、前項に準じて、その状況等

の調査を行うものとする。 
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様式 ５   
          第         号   

  
  

身 
   分 

   証 
   明 

   書 
  

  
  

住所                       
  

名称                       
  

氏名                       
  
  

上記の者は、愛知県が委託した 下記工事（ 業務 ） の 事業損失防止調査 等 のた 

め、建物等の調査 を行う者であることを証明する。   
記   

１   工事（ 委託業務 ） 名   
  
２   工事 場所（ 委託（納品）場所 ）   
  
３   履行期間   

着手       年       月       日   
完了       年       月       日   

  
  
  
令和    年    月    日   

  
事業施行者              
愛知県 公営企業管理者        
企業庁長   ○○   ○○        
（愛知県     所長）        

  

写   
  
  
真   


